
＜ 介護老人保健施設入所サービス利用料金一覧表 ＞ 

【介護老人保健施設入所サービス費（日額）】 

基 
 
 

本 
 
 

料 
 
 

金 

要 介 護 度 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５ 

サ ー ビ ス に 係 る 負 担 金 

①  
個  室 の 場 合 

７６７円 ８４０円 ９０３円 ９６０円 １,０１７円 

② 
４ ・ ２ 人 部 屋 の 場 合 

８４８円 ９２３円 ９８８円 １,０４５円 １,１０１円 

ｻｰﾋﾞｽ提供体制強化加算(Ⅱ) ③   １９円 

夜 勤 職 員 配 置 加 算 ④   ２５円 

在宅復帰･在宅療養支援機能加算Ⅱ ⑤   ４７円 

栄養マネジメント強化加算 ⑥   １２円 

介 護 職 員 処 遇 改 善 加 算 

（ 個 室 ） 
⑦ ３４円 ３７円 ４０円 ４２円 ４４円 

介 護 職 員 処 遇 改 善 加 算 

（ 4 人 ・ 2 人 部 屋 ） 
⑧ ３７円 ４０円 ４３円 ４５円 ４７円 

介護職員等特定処遇改善加算 

( 個 室 ) 
⑨ １９円 ２０円 ２２円 ２３円 ２４円 

介護職員等特定処遇改善加算 

( 4 人 ・ 2 人 部 屋 ) 
⑩ ２１円 ２２円 ２４円 ２５円 ２６円 

介護職員等ベースアップ等支援加算 

( 個 室 ) 
⑪ ７円 ７円 ９円 ９円 １０円 

介護職員等ベースアップ等支援加算 

( 4 人 ・ 2 人 部 屋 ) 
⑫ ７円 ９円 １０円 １０円 １０円 

食 費 ⑬ １,４４５円 （朝４１０円 昼５００円 夕５３５円） 

居 住 費 （ 個 室 ） ⑭ １,６６８円 

居住費（４・２人部屋） ⑮    ３７７円 

日 用 品 費 ⑯ ２００円（おしぼり・トイレットペーパー・タオル・石鹸・シャンプー等） 

教 養 娯 楽 費 ⑰ ２００円（誕生会・年間行事・レクリェーション・クラブ活動・陶芸教室） 

基 本 料 金 合 計 （ 個 室 ） 
①+③＋④＋⑤＋⑥＋⑦+⑨＋⑪＋⑬＋⑭+⑯+⑰ 

４,４４３円 ４,５２０円 ４,５９０円 ４,６５０円 ４,７１１円 

基本料 金合計（４・２人部屋） 
➁+③＋④＋⑤＋⑥＋⑧＋⑩＋⑫＋⑬+⑮+⑯+⑰ 

３,２３８円 ３,３１９円 ３,３９０円 ３,４５０円 ３,５０９円 

個室利用月額（ひと月３０日の場合） １３３,２９０円 １３５,６００円 １３７,７００円 １３９,５００円 １４１,３３０円 

多床室利用月額（ひと月３０日の場合） ９７,１４０円 ９９,５７０円 １０１,７００円 １０３,５００円 １０５,２７０円 

＊⑦、⑧、⑨、⑩、⑪、⑫に関して、利用単位数に応じて変動がありますので、合計額は目安の料金になります。 

加 
 

算 
 

料 
 

金 

初 期 加 算 ３１円 入所日から３０日以内 

短期集中リハビリテーション実施加算 ２４４円 
個別のリハビリテーション計画に基づいて短期・集中的にリハビリテ

ーションを実施した場合（入所後３ヶ月以内、２０分以上/回） 

認知症短期集中リハビリテーション実施加算 ２４４円 
認知症の方に対して在宅復帰に向けた生活機能の回復を目的に短期・集中的な

リハビリテーションを実施した場合（入所後３ヶ月以内、２０分以上/回） 

所 定 疾 患 施 設 療 養 費 Ⅰ ２４３円 

肺炎、尿路感染、蜂窩織炎又は帯状疱疹について、与薬、検査、注射、

処置等を行った場合１月に１回を限度に（１回につき連続する７日間

を限度） 

所 定 疾 患 施 設 療 養 費 Ⅱ ４８７円 
所定の研修を受けた医師による上記の治療を受けた場合（１回につき

連続する１０日間を限度） 

口 腔 衛 生 管 理 加 算 Ⅰ ９２円 入所者に対し歯科衛生士が月 2 回以上口腔ケアを行った場合(1 月につき) 

口 腔 衛 生 管 理 加 算 Ⅱ １１２円 
上記の加算要件に加え、口腔衛生等の計画内容情報を厚生労働省に提

出し、適切な実施の為に必要な情報を活用していること。(１月につき) 

安 全 対 策 体 制 加 算 ２１円 
外部の研修を受けた担当者が配置された施設内に安全対策部門を設置

し組織的に安全対策を実施する体制を整備した場合（入所につき１回） 

自 立 支 援 促 進 加 算 ３０５円 
医師その他の職種が共同し支援計画に従ったケアを実施した場合（１

月につき）※ 

科学的介護推進体制加算Ⅰ ４１円 
入所者の心身の状況等の基本的な情報を厚生労働省に提出し、サービ

スの提供に当たって必要な情報を活用した場合（１月につき）※ 

科学的介護推進体制加算Ⅱ ６１円 上記の提出する情報に心身、疾病の状況が加わった場合（１月につき）※ 

リハビリテーションマネジメント 

計 画 書 情 報 加 算 ３４円 
医師、リハビリ担当職員が共同し継続的にリハビリテーションの質を

管理した場合（１月につき）※ 

入所前後訪問指導加算Ⅰ ４５７円 
退所を目的とした施設サービス計画策定及び診療方針の決定を行った

場合（１回に限り） 



入所前後訪問指導加算Ⅱ ４８７円 
退所を目的とした施設サービス計画策定及び診療方針の決定にあたり

具体的な改善目標を定め、支援計画を策定した場合（１回に限り） 

試 行 的 退 所 時 指 導 加 算 ４０６円 １回（試行的な退所を行った場合３回まで） 

退 所 時 情 報 提 供 加 算 ５０７円 １回に限り 

入 退 所 前 連 携 加 算 Ⅰ ６０９円 
入所者の退所に先立って当該入所者が利用を希望する指定居宅介護支援事業者

に対して情報提供、退所後のサービスを提供した場合（１回に限り） 

入 退 所 前 連 携 加 算 Ⅱ ４０６円 
入所前後に入所者が退所後に利用する居宅サービスの利用方針を定め

た場合（1 回に限り） 

訪 問 看 護 指 示 加 算 ３０５円 １回に限り 

緊 急 時 施 設 療 養 費 ５２６円 1 月に 1 回、連続する 3 日を限度 

経 口 移 行 加 算 ２９円 経管栄養の方を対象として原則１８０日を限度 

経 口 維 持 加 算 Ⅰ ４０６円 
摂食機能障害を有し、誤嚥が認められる方へ経口維持計画を作成して

いる場合、6 月間に限り（1 月につき） 

経 口 維 持 加 算 Ⅱ １０２円 
経口維持加算(Ⅰ)を算定している場合にあって、会議等に医師・歯科医

師・歯科衛生士又は言語聴覚士が加った場合(1 月につき) 

療 養 食 加 算 ６円 
1 食につき、1 日 3 回が限度 （医師が発行する食事箋に基づいて食事が提

供された場合） 

タ ー ミ ナ ル ケ ア 加 算 ８２円 死亡日以前３１～４５日 

タ ー ミ ナ ル ケ ア 加 算 １６３円 死亡日以前４～３０日 

タ ー ミ ナ ル ケ ア 加 算 ８３２円 死亡日前日及び前々日 

タ ー ミ ナ ル ケ ア 加 算 １６７４円 死亡日 

再 入 所 時 栄 養 連 携 加 算 ２０３円 1 回に限り 

かかりつけ医連携薬剤調整加算 １０２円 
薬物療法に関する研修を受けた施設の医師と入所者の主治医が共同し、入所時

の内服薬より減少するよう調整した場合(1 回に限り) 

褥瘡マネジメント加算Ⅰ ３円 褥瘡の発生リスクの高い入所者に対し継続的に褥瘡管理を行った場合(１月につき)※ 

褥瘡マネジメント加算Ⅱ １４円 
上記の要件に加えて評価の結果退所利用者について褥瘡の発生がない場合（１

月につき）※ 

排 せ つ 支 援 加 算 Ⅰ １１円 
排泄に介護を要する入所者に対して排泄に掛かる要介護状態を軽減するよう支

援した場合(1 月につき)※ 

排 せ つ 支 援 加 算 Ⅱ １６円 
上記の要件に加えて①排尿又は排便の状態の一方が改善し悪化が無いこと 

②要介護状態の軽減が見込まれるものについて、オムツを使用しなくなったこ

と ①、②のいずれかに適合する場合※ 

排 せ つ 支 援 加 算 Ⅲ ２１円 上記の要件の基準のいずれにも適合する場合※ 

※科学的介護の推進を図るため入所者の基本的な情報を厚生労働省に提出し今後の介護サービスの提供に活用すること

を前提とする加算 

【入所サービスにおける外泊時の料金（日額）】 

外 泊 時 費 用  ３６７円 外泊時は外泊初日と最終日以外は上記料金に代えての金額（毎月６日間まで） 

在宅サービスを利用したときの費用 ８１２円 
外泊初日と最終日以外は上記料金に代えての金額。入所者が外泊時在宅サービ

スを利用した場合 外泊時費用と併算定できない(毎月 6 日間まで) 

【入所・短期入所療養介護共通その他の料金】 

材 料 代 実費 サークル活動などの材料費 華道７００円など 

洗 濯 代 実費 希望者のみ１回につき ３００円（くつ下・タオル・寝巻き・ハンカチ・下着類） 

電 話 代 実費 通話料のみ 

理 美 容 代 実費 カット 1300 円・パーマ 2500 円・ヘアダイ 2500 円・髭剃り 300 円 

 
● 被爆者手帳、被爆体験者手帳(若草色)をお持ちの方、生活保護の方は、介護保険のサービスにかかる自己負担分は免除

になります。 

● 社会福祉事業法第２条３項に基づき、利用料の負担が困難な利用者に対しての減免制度があります。 

● 食費・居住費について介護保険負担額認定証をお持ちの方は、利用料が減額されます。 

詳しくは、支援相談員へご相談下さい。 

● 端末計算処理の関係でご負担合計金額が料金表と若干異なる場合があります。 

● 利用料は、法改正等の諸事情により改正することがあります。 

 

介護老人保健施設             〒８５０－００６２  長崎市大谷町４１８－１  

シンフォニー稲佐の森      TEL ０９５－８６２－８０００  FAX ０９５－８６２－０３４５ 

社会福祉法人 長崎厚生福祉団 本部／   長崎市魚の町３－２７ チヂワビル  TEL ０９５－８２４－５５７６  FAX ０９５－８２８－３４９８ 



＜ 短期入所療養介護利用料金一覧表 ＞ 

【短期入所療養介護（日額）】 

基 
 
 

本 
 
 

料 
 
 

金 

要 介 護 度 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５ 

サ ー ビ ス に 係 る 負 担 金 

①  
個 室 の 場 合 

８０６円 ８８０円 ９４３円 １,００２円 １,０５９円 

② 
４ ・ ２ 人 部 屋 の 場 合 

８８８円 ９６５円 １,０２９円 １,０８６円 １,１４５円 

ｻｰﾋﾞｽ提供体制強化加算(Ⅱ) ③  １９円 

夜  勤  職  員  配  置  加 ④ ２５円 

在宅復帰･在宅療養支援機能加算Ⅱ ④  ４７円 

介護職員処遇加算（個室） ⑥ ３５円 ３８円 ４１円 ４３円 ４５円 

介護職員処遇加算（4 人 2 人部屋） ⑦ ３９円 ４２円 ４４円 ４６円 ４８円 

介 護 職 員 等 特 定 処 遇 改 善 加 算 

( 個 室 ) 
⑧  ２０円 ２１円 ２２円 ２４円 ２５円 

介護職員等特定処遇改善加算 

( 4 人 2 人 部 屋 ) 
⑨  ２１円 ２３円 ２４円 ２５円 ２７円 

介護職員等ベースアップ等支援加算 

( 個 室 ) 
⑩ ⑪ ７円 ９円 ９円 １０円 １０円 

介護職員等ベースアップ等支援加算 

( 4 人 ・ 2 人 部 屋 ) 
⑪ ⑫ ９円 ９円 １０円 １０円 １１円 

食 費 ⑫  １,４４５円 （朝４１０円 昼５００円 夕５３５円） 

滞 在 費 （ 個 室 ） ⑬  １,６６８円 

滞在費（４・２人部屋） ⑭   ３７７円 

日 用 品 費 ⑮  ２００円（おしぼり・トイレットペーパー・タオル・石鹸・シャンプー等） 

教 養 娯 楽 費 ⑯  ２００円（誕生会・年間行事・レクリェーション・クラブ活動） 

基本料金合計（個室） 

①+③＋④＋⑤＋⑥＋⑧＋⑩＋⑫+⑬+⑮+⑯ 
４,４７２円 ４,５５２円 ４,６１９円 ４,６８３円 ４,７４３円 

基本料金合計（４・２人部屋） 
➁+③＋④＋⑤＋⑦＋⑨＋⑪＋⑫+⑭+⑮+⑯ 

３,２７０円 ３,３５２円 ３,４２０円 ３,４８０円 ３,５４４円 

＊⑥、⑦、⑧、⑨、⑩、⑪に関して、利用単位数に応じて変動がありますので、合計額は目安の料金になります。 

 

【難病やがん末期の要介護者などが日帰りで施設を利用する場合の料金】 

時 間 ３時間以上４時間未満 ４時間以上６時間未満 ６時間以上８時間未満 

特 定 短 期 入 所 療 養 介 護 費 ①  ６６０円 ９２１円 １,２８７円 

ｻ ｰ ﾋ ﾞ ｽ 提 供体 制 強化 加算 ( Ⅱ ) ②  １９円 

介 護 職 員 処 遇 改 善 加 算 ③  ２７円 ３７円 ５１円 

介 護 職員 等 特 定 処遇 改善 加 算 ④  １５円 ２０円 ２８円 

介 護 職 員 等 ベ ー ス ア ッ プ 等 支 援 加 算 ⑤  ５円 ７円 １１円 

食 費 ⑥  １,４４５円 （朝４１０円 昼５００円 夕５３５円） 

滞 在 費 （ 個 室 ） ⑦  １,６６８円 

滞 在 費 （ ４ ・ ２ 人 部 屋 ） ⑧  ３７７円 

日 用 品 費 ⑨  ２００円（おしぼり・トイレットペーパー・タオル・石鹸・シャンプー等） 

教 養 娯 楽 費 ⑩  ２００円（誕生会・年間行事・レクリェーション・クラブ活動） 

基本料金合計（個室） 

①＋②＋③＋④＋⑤＋⑥＋⑦+⑨+⑩ 
４,２３９円 ４,５１７円 ４,９０９円 

基本料金合計（４・２人部屋） 

①+②＋③＋④＋⑤＋⑥＋⑧+⑨+⑩ 
２,９４８円 ３,２２６円 ３,６１８円 

＊③、④、⑤に関して、利用単位数に応じて変動がありますので、合計額は目安の料金になります。 

【短期入所療養介護における加算】 

送 迎 加 算 １８７円 片道 

療 養 食 加 算  ９円 
１食につき１日３回が限度 （医師が発行する食事箋に基づいて食事が提供さ

れた場合） 

緊 急 時 施 設 療 養 費 ５２６円 １日につき（３日を限度） 

個別ﾘﾊﾋ ﾞﾘ ﾃ ｰ ｼ ｮ ﾝ実施加算 ２４４円 １日２０分以上の個別リハビリテーションを行った場合 

認知症行動・心理症状緊急対応加算 ２０３円 １日につき（７日が限度） 

緊 急 短 期 入 所 受 入 対 応 加 算 ９２円 １日につき（７日が限度） 

総 合 医 学 管 理 加 算 ２７９円 １日につき（７日が限度） 



重 度 療 養 管 理 加 算 １２２円 １日につき（要介護４、５の利用者に限る） 

 

 

 

【その他の料金】 

材 料 代 実費 サークル活動などの材料費 華道７００円など 

洗 濯 代 実費 希望者のみ１回につき ３００円（くつ下・タオル・寝巻き・ハンカチ・下着類） 

電 話 代 実費 通話料のみ 

理 美 容 代 実費 カット 1300 円・パーマ 2500 円・ヘアダイ 2500 円・髭剃り 300 円 

● 被爆者手帳、被爆体験者手帳(若草色)をお持ちの方、生活保護の方は、介護保険のサービスにかかる自己負担分は免除

になります。 

● 食費・滞在費について介護保険負担額認定証をお持ちの方は、利用料が減額されます。 

詳しくは、支援相談員へご相談下さい。 

● 端末計算処理の関係でご負担合計金額が料金表と若干異なる場合があります。 

● 利用料は、法改正等の諸事情により改正することがあります。 
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＜介護予防短期入所療養介護利用料金一覧表 ＞ 

【介護予防短期入所療養介護（日額）】 

要 介 護 度 要支援１ 要支援２ 

サ ー ビ ス に 係 る 負 担 金 

（ 個 室 の 場 合 ） 
①  ６２８円 ７７３円 

サ ー ビ ス に 係 る 負 担 金 

（４・２人部屋の場合） 
②  ６６８円 ８２９円 

介護職員処遇加算（個室） ③  ２９円 ３４円 
介護職員処遇加算 

（４・２人部屋の場合） ④  ３０円 ３６円 

介護職員等特定処遇改善加算(個室) ⑤  １６円 １９円 
介護職員等特定処遇改善加算

(４・２人部屋) ⑥  １７円 ２０円 
介護職員等ベースアップ等支援加算 

(個室) ⑦  ６円 ７円 
介護職員等ベースアップ等支援加算 

(4 人・2 人部屋) ⑧  ６円 ７円 

ｻｰﾋﾞｽ提供体制強化加算(Ⅱ) ⑨  １９円 

夜 勤 職 員 配 置 加 算 ⑩  ２５円 

在宅復帰･在宅療養支援機能加算Ⅱ ⑪  ４７円 

食 費 ⑫  １,４４５円 （朝４１０円 昼５００円 夕５３５円） 

滞 在 費 （ 個 室 ） ⑬  １,６６８円 

滞在費（４・２人部屋） ⑭   ３７７円  

日 用 品 費 ⑮  ２００円（おしぼり・トイレットペーパー・タオル・石鹸・シャンプー等） 

教 養 娯 楽 費 ⑯  ２００円（誕生会・年間行事・レクリェーション・クラブ活動） 

基本料金合計（個室） 

①+③＋⑤＋⑦＋⑨+⑩＋⑪+⑫+⑬+⑮+⑯ 
４,２８３円 ４,４３７円 

基本料金合計（４・２人部屋） 

➁+④＋⑥＋⑧+⑨＋⑩＋⑪+⑫+⑭+⑮+⑯ 
３,０３４円 ３,２０５円 

＊③、④、⑤、⑥、⑦、⑧に関して、利用単位数に応じて変動がありますので、合計額は目安の料金になります。 

【介護予防短期入所療養介護における加算料金】 

送 迎 加 算 １８７円 片道 

療 養 食 加 算  ９円 
１食につき１日３回が限度 （医師が発行する食事箋に基づいて食事が提供さ

れた場合） 

緊 急 時 施 設 療 養 費 ５２６円 １日につき（３日を限度） 

個別ﾘﾊﾋ ﾞﾘ ﾃ ｰ ｼ ｮ ﾝ実施加算 ２４４円 １日２０分以上の個別リハビリテーションを行った場合 

総 合 医 学 管 理 ２７９円 １日につき（７日が限度） 

認知症行動・心理症状緊急対応加算 ２０３円 １日につき（７日が限度） 

【その他の料金】 

材 料 代 実費 サークル活動などの材料費 華道７００円など 

洗 濯 代 実費 希望者のみ１回につき ３００円（くつ下・タオル・寝巻き・ハンカチ・下着類） 

電 話 代 実費 通話料のみ 

理 美 容 代 実費 カット 1300 円・パーマ 2500 円・ヘアダイ 2500 円・髭剃り 300 円 

●被爆者手帳、被爆体験者手帳(若草色)をお持ちの方、生活保護の方は、介護保険のサービスにかかる自己負担分は免除

になります。 

● 食費・滞在費について介護保険負担額認定証をお持ちの方は、利用料が減額されます。 

詳しくは、支援相談員へご相談下さい。 

● 端末計算処理の関係でご負担合計金額が料金表と若干異なる場合があります。 

● 利用料は、法改正等の諸事情により改正することがあります。 
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（別紙１） 

「国が定める利用者負担限度額段階(１段階～３段階)」 

に該当する利用者等の負担額 

 

○ 利用者の負担は、所得などの状況から第１～第４段階に分けられ、国が定める第１～３

段階の利用者には負担軽減策が設けられています。 

○ 利用者が「利用者負担」のどの段階に該当するかは市町村が決定します。第１～第３段

階の認定を受けるには、利用者ご本人(あるいは代理の方)が、ご本人の住所地の市町村

に申請し、市町村より「介護保険負担限度額認定証」を受ける必要があります。この利

用者負担段階について介護老人保健施設が判断・決定することはできません。また、「認

定証」の提示がないと、いったん「第４段階」の利用料をお支払いいただくことになり

ます。(「認定証」発行後、過払い分が「償還払い」される場合があります。) 

○ 利用者負担第１～第３段階に該当する利用者とは、おおまかには、介護保険料段階の第

１～第３段階にある次のような方です。 

利用者負担第１段階 
生活保護を受けておられる方か、所属する世帯全員が市町村民税非課税

で老齢福祉年金を受けておられる方 

利用者負担第２段階 
所属する世帯全員が市町村民税非課税で、かつ課税年金収入額と合計所

得年金額が 80 万円以下の方(預貯金額単身 650 万円、夫婦 1650 万円) 

利用者負担第３段階① 
所属する世帯全員が市町村民税非課税で、かつ課税年金収入額と合計所

得金額が 80 万円超 120 万円以下の方 

(預貯金額単身 550 万円、夫婦 1550 万円) 

利用者負担第３段階② 
所属する世帯全員が市町村民税非課税で、かつ課税年金収入額と合計所

得金額が 120 万円超の方(預貯金額単身 500 万円、夫婦 1500 万円) 

利用者負担第４段階 上記以外の方 

○ 利用者負担第４段階の利用者の方であっても高齢者二人暮らし世帯などで、お一人が施

設に入所し、その利用料を負担すると、自宅で暮らす方の生活が困難になると市町村が

認めた方は、「利用負担第３段階」の利用料負担となります。 

○ その他詳細については、市町村窓口でお尋ねください。 

負担額一覧表(１日当たりの利用料) 

 食費 
食費 

(ショートステイ) 
居住費(２・４人室) 居住費(個室) 

利用者負担第１段階 ３００円 ３００円 ０円 ４９０円 

利用者負担第２段階 ３９０円 ６００円 ３７０円 ４９０円 

利用者負担第３段階① ６５０円 １０００円 ３７０円 １３１０円 

利用者負担第３段階②   １３６０円 １３００円 ３７０円 １３１０円 

利用者負担第４段階 １４４５円 １４４５円 ３７７円 １６６８円 

 

 

 

 

 



＜ 介護老人保健施設入所サービス利用料金一覧表 ＞ 

【介護老人保健施設入所サービス費（日額）】２割負担 

基 
 
 

本 
 
 

料 
 
 

金 

要 介 護 度 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５ 

サ ー ビ ス に 係 る 負 担 金 

①  
個  室 の 場 合 

１,５３３円 １,６７９円 １,８０５円 １,９１９円 ２,０３４円 

② 
４ ・ ２ 人 部 屋 の 場 合 

１,６９６円 １,８４６円 １,９７６円 ２,０８９円 ２,２０１円 

ｻｰﾋﾞｽ提供体制強化加算(Ⅱ) ③   ３７円 

夜 勤 職 員 配 置 加 算 ④   ４９円 

在宅復帰･在宅療養支援機能加算Ⅱ ⑤   ９４円 

栄養マネジメント強化加算 ⑥   ２３円 

介 護 職 員 処 遇 改 善 加 算 

（ 個 室 ） 
⑦ ６７円 ７３円 ７９円 ８３円 ８８円 

介 護 職 員 処 遇 改 善 加 算 

（ 4 人 ・ 2 人 部 屋 ） 
⑧ ７３円 ７９円 ８５円 ９０円 ９４円 

介護職員等特定処遇改善加算

( 個 室 ) 
⑨ ３７円 ３９円 ４３円 ４５円 ４７円 

介護職員等特定処遇改善加算

( 4 人 ・ 2 人 部 屋 ) 
⑩ ４１円 ４３円 ４７円 ４９円 ５１円 

介護職員等ベースアップ等支援加算 

( 個 室 ) 
⑪ １４円 １４円 １７円 １７円 １９円 

介護職員等ベースアップ等支援加算 

( 4 人 ・ 2 人 部 屋 ) 
⑫ １４円 １７円 １９円 １９円 １９円 

食 費 ⑬ １,４４５円 （朝４１０円 昼５００円 夕５３５円） 

居 住 費 （ 個 室 ） ⑭ １,６６８円 

居住費（４・２人部屋） ⑮    ３７７円 

日 用 品 費 ⑯ ２００円（おしぼり・トイレットペーパー・タオル・石鹸・シャンプー等） 

教 養 娯 楽 費 ⑰ ２００円（誕生会・年間行事・レクリェーション・クラブ活動・陶芸教室） 

基 本 料 金 合 計 （ 個 室 ） 
①+③＋④＋⑤＋⑥＋⑦+⑨＋⑪＋⑬＋⑭+⑯+⑰ 

５,３６７円 ５,５２１円 ５,６６０円 ５,７８０円 ５,９０４円 

基本料 金合計（４・２人部屋） 
➁+③＋④＋⑤＋⑥＋⑧＋⑩＋⑫＋⑬+⑮+⑯+⑰ 

４,２４９円 ４,４１０円 ４,５５２円 ４,６７２円 ４,７９０円 

個室利用月額（ひと月３０日の場合） １６１,０１０円 １６５,６３０円 １６９,８００円 １７３,４００円 １７７,１２０円 

多床室利用月額（ひと月３０日の場合） １２７,４７０円 １３２,３００円 １３６,５６０円 １４０,１６０円 １４３,７００円 

＊⑦、⑧、⑨、⑩、⑪、⑫に関して、利用単位数に応じて変動がありますので、合計額は目安の料金になります。 

加 
 

算 
 

料 
 

金 

初 期 加 算 ６１円 入所日から３０日以内 

短期集中リハビリテーション実施加算 ４８７円 
個別のリハビリテーション計画に基づいて短期・集中的にリハビリテ

ーションを実施した場合（入所後３ヶ月以内、２０分以上/回） 

認知症短期集中リハビリテーション実施加算 ４８７円 
認知症の方に対して在宅復帰に向けた生活機能の回復を目的に短期・集中的な

リハビリテーションを実施した場合（入所後３ヶ月以内、２０分以上/回） 

所 定 疾 患 施 設 療 養 費 Ⅰ ４８５円 

肺炎、尿路感染、蜂窩織炎又は帯状疱疹について、与薬、検査、注射、

処置等を行った場合１月に１回を限度に（１回につき連続する７日間

を限度） 

所 定 疾 患 施 設 療 養 費 Ⅱ ９７４円 
所定の研修を受けた医師による上記の治療を受けた場合（１回につき

連続する１０日間を限度） 

口 腔 衛 生 管 理 加 算 Ⅰ １８３円 入所者に対し歯科衛生士が月 2 回以上口腔ケアを行った場合(1 月につき) 

口 腔 衛 生 管 理 加 算 Ⅱ ２２３円 
上記の加算要件に加え、口腔衛生等の計画内容情報を厚生労働省に提

出し、適切な実施の為に必要な情報を活用していること。(１月につき) 

安 全 対 策 体 制 加 算 ４１円 
外部の研修を受けた担当者が配置された施設内に安全対策部門を設置

し組織的に安全対策を実施する体制を整備した場合（入所につき１回） 

自 立 支 援 促 進 加 算 ６０９円 
医師その他の職種が共同し支援計画に従ったケアを実施した場合（１

月につき）※ 

科学的介護推進体制加算Ⅰ ８１円 
入所者の心身の状況等の基本的な情報を厚生労働省に提出し、サービ

スの提供に当たって必要な情報を活用した場合（１月につき）※ 

科学的介護推進体制加算Ⅱ １２２円 上記の提出する情報に心身、疾病の状況が加わった場合（１月につき）※ 

リハビリテーションマネジメント 

計 画 書 情 報 加 算 ６７円 
医師、リハビリ担当職員が共同し継続的にリハビリテーションの質を

管理した場合（１月につき）※ 

入所前後訪問指導加算Ⅰ ９１３円 
退所を目的とした施設サービス計画策定及び診療方針の決定を行った

場合（１回に限り） 



入所前後訪問指導加算Ⅱ ９７４円 
退所を目的とした施設サービス計画策定及び診療方針の決定にあたり

具体的な改善目標を定め、支援計画を策定した場合（１回に限り） 

試 行 的 退 所 時 指 導 加 算 ８１２円 １回（試行的な退所を行った場合３回まで） 

退 所 時 情 報 提 供 加 算 １,０１４円 １回に限り 

入 退 所 前 連 携 加 算 Ⅰ １,２１７円 
入所者の退所に先立って当該入所者が利用を希望する指定居宅介護支援事業者

に対して情報提供、退所後のサービスを提供した場合（１回に限り） 

入 退 所 前 連 携 加 算 Ⅱ ８１２円 
入所前後に入所者が退所後に利用する居宅サービスの利用方針を定め

た場合（1 回に限り） 

訪 問 看 護 指 示 加 算 ６０９円 １回に限り 

緊 急 時 施 設 療 養 費 １,０１５円 1 月に 1 回、連続する 3 日を限度 

経 口 移 行 加 算 ５７円 経管栄養の方を対象として原則１８０日を限度 

経 口 維 持 加 算 Ⅰ ８１２円 
摂食機能障害を有し、誤嚥が認められる方へ経口維持計画を作成して

いる場合、6 月間に限り（1 月につき） 

経 口 維 持 加 算 Ⅱ ２０３円 
経口維持加算(Ⅰ)を算定している場合にあって、会議等に医師・歯科医

師・歯科衛生士又は言語聴覚士が加った場合(1 月につき) 

療 養 食 加 算 １２円 
1 食につき、1 日 3 回が限度 （医師が発行する食事箋に基づいて食事が提

供された場合） 

タ ー ミ ナ ル ケ ア 加 算 １６３円 死亡日以前３１～４５日 

タ ー ミ ナ ル ケ ア 加 算 ３２５円 死亡日以前４～３０日 

タ ー ミ ナ ル ケ ア 加 算 １,６６３円 死亡日前日及び前々日 

タ ー ミ ナ ル ケ ア 加 算 ３,３４７円 死亡日 

再 入 所 時 栄 養 連 携 加 算 ４０６円 1 回に限り 

かかりつけ医連携薬剤調整加算 ２０３円 
薬物療法に関する研修を受けた施設の医師と入所者の主治医が共同し、入所時

の内服薬より減少するよう調整した場合(1 回に限り) 

褥瘡マネジメント加算Ⅰ ６円 褥瘡の発生リスクの高い入所者に対し継続的に褥瘡管理を行った場合(１月につき)※ 

褥瘡マネジメント加算Ⅱ ２７円 
上記の要件に加えて評価の結果退所利用者について褥瘡の発生がない場合（１

月につき）※ 

排 せ つ 支 援 加 算 Ⅰ ２１円 
排泄に介護を要する入所者に対して排泄に掛かる要介護状態を軽減するよう支

援した場合(1 月につき)※ 

排 せ つ 支 援 加 算 Ⅱ ３１円 
上記の要件に加えて①排尿又は排便の状態の一方が改善し悪化が無いこと 

②要介護状態の軽減が見込まれるものについて、オムツを使用しなくなったこ

と ①、②のいずれかに適合する場合※ 

排 せ つ 支 援 加 算 Ⅲ ４１円 上記の要件の基準のいずれにも適合する場合※ 

※科学的介護の推進を図るため入所者の基本的な情報を厚生労働省に提出し今後の介護サービスの提供に活用すること

を前提とする加算 

【入所サービスにおける外泊時の料金（日額）】 

外泊時施設サービス費 ７３４円 外泊時は外泊初日と最終日以外は上記料金に代えての金額（毎月６日間まで） 

在宅サービスを利用したときの費用 １,６２３円 
外泊初日と最終日以外は上記料金に代えての金額。入所者が外泊時在宅サービ

スを利用した場合 外泊時費用と併算定できない(毎月 6 日間まで) 

【入所・短期入所療養介護共通その他の料金】 

材 料 代 実費 サークル活動などの材料費 華道７００円など 

洗 濯 代 実費 希望者のみ１回につき ３００円（くつ下・タオル・寝巻き・ハンカチ・下着類） 

電 話 代 実費 通話料のみ 

理 美 容 代 実費 カット 1300 円・パーマ 2500 円・ヘアダイ 2500 円・髭剃り 300 円 

 
● 被爆者手帳、被爆体験者手帳(若草色)をお持ちの方、生活保護の方は、介護保険のサービスにかかる自己負担分は免除

になります。 

● 社会福祉事業法第２条３項に基づき、利用料の負担が困難な利用者に対しての減免制度があります。 

● 食費・居住費について介護保険負担額認定証をお持ちの方は、利用料が減額されます。 

詳しくは、支援相談員へご相談下さい。 

● 端末計算処理の関係でご負担合計金額が料金表と若干異なる場合があります。 

● 利用料は、法改正等の諸事情により改正することがあります。 

 

介護老人保健施設             〒８５０－００６２  長崎市大谷町４１８－１  

シンフォニー稲佐の森      TEL ０９５－８６２－８０００  FAX ０９５－８６２－０３４５ 

社会福祉法人 長崎厚生福祉団 本部／   長崎市魚の町３－２７ チヂワビル  TEL ０９５－８２４－５５７６  FAX ０９５－８２８－３４９８ 



＜ 短期入所療養介護利用料金一覧表 ＞ 

【短期入所療養介護（日額）】２割負担 

基 
 
 

本 
 
 

料 
 
 

金 

要 介 護 度 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５ 

サ ー ビ ス に 係 る 負 担 金 

①  
個 室 の 場 合 

１,６１１円 １,７５９円 １,８８６円 ２,００４円 ２,１１８円 

② 
４ ・ ２ 人 部 屋 の 場 合 

１,７７５円 １,９２９円 ２,０５７円 ２,１７２円 ２,２９０円 

ｻｰﾋﾞｽ提供体制強化加算(Ⅱ) ③  ３７円 

夜  勤  職  員  配  置  加 ④ ４９円 

在宅復帰･在宅療養支援機能加算Ⅱ ④  ９４円 

介護職員処遇加算（個室） ⑤  ６９円 ７５円 ８１円 ８５円 ９０円 

介護職員処遇加算（4 人 2 人部屋） ⑥  ７７円 ８３円 ８８円 ９２円 ９６円 

介護職員等特定処遇改善加算 

( 個 室 ) 
⑧  ３９円 ４１円 ４３円 ４７円 ４９円 

介護職員等特定処遇改善加算 

( ４ 人 ２ 人 部 屋 ) 
⑨  ４１円 ４５円 ４７円 ４９円 ５３円 

介護職員等ベースアップ等支援加算 

( 個 室 ) 
⑩ ⑪ １４円 １７円 １７円 １９円 １９円 

介護職員等ベースアップ等支援加算 

( 4 人 ・ 2 人 部 屋 ) 
⑪ ⑫ １７円 １７円 １９円 １９円 ２１円 

食 費 ⑫  １,４４５円 （朝４１０円 昼５００円 夕５３５円） 

滞 在 費 （ 個 室 ） ⑬  １,６６８円 

滞在費（４・２人部屋） ⑭   ３７７円 

日 用 品 費 ⑮  ２００円（おしぼり・トイレットペーパー・タオル・石鹸・シャンプー等） 

教 養 娯 楽 費 ⑯  ２００円（誕生会・年間行事・レクリェーション・クラブ活動） 

基本料金合計（個室） 

①+③＋④＋⑤＋⑥＋⑧＋⑩＋⑫+⑬+⑮+⑯ 
５,４２６円 ５,５８５円 ５,７２０円 ５,８４８円 ５,９６９円 

基本料金合計（４・２人部屋） 
➁+③＋④＋⑤＋⑦＋⑨＋⑪＋⑫+⑭+⑮+⑯ 

４,３１２円 ４,４７６円 ４,６１３円 ４,７３４円 ４,８６２円 

＊⑥、⑦、⑧、⑨、⑩、⑪に関して、利用単位数に応じて変動がありますので、合計額は目安の料金になります。 

 

【難病やがん末期の要介護者などが日帰りで施設を利用する場合の料金】 

時 間 ３時間以上４時間未満 ４時間以上６時間未満 ６時間以上８時間未満 

特 定 短 期 入 所 療 養 介 護 費 ①  １,３１９円 １,８４２円 ２,５７４円 

ｻ ｰ ﾋ ﾞ ｽ 提 供体 制 強化 加算 ( Ⅱ ) ②  ３７円 

介 護 職 員 処 遇 改 善 加 算 ③  ５３円 ７３円 １０２円 

介 護 職員 等 特 定 処遇 改善 加 算 ④  ２９円 ３９円 ５５円 

介 護 職 員 等 ベ ー ス ア ッ プ 等 支 援 加 算 ⑤  １０円 １４円 ２１円 

食 費 ⑥  １,４４５円 （朝４１０円 昼５００円 夕５３５円） 

滞 在 費 （ 個 室 ） ⑦  １,６６８円 

滞 在 費 （ ４ ・ ２ 人 部 屋 ） ⑧  ３７７円 

日 用 品 費 ⑨  ２００円（おしぼり・トイレットペーパー・タオル・石鹸・シャンプー等） 

教 養 娯 楽 費 ⑩  ２００円（誕生会・年間行事・レクリェーション・クラブ活動） 

基本料金合計（個室） 

①＋②＋③＋④＋⑤＋⑥＋⑦+⑨+⑩ 
４,９６１円 ５,５１８円 ６,３０２円 

基本料金合計（４・２人部屋） 

①+②＋③＋④＋⑤＋⑥＋⑧+⑨+⑩ 
３,６７０円 ４,２２７円 ５,０１１円 

＊③、④、⑤に関して、利用単位数に応じて変動がありますので、合計額は目安の料金になります。 

【短期入所療養介護における加算】 

送 迎 加 算 ３７３円 片道 

療 養 食 加 算  １７円 
１食につき１日３回が限度 （医師が発行する食事箋に基づいて食事が提供さ

れた場合） 

緊 急 時 施 設 療 養 費 １,０５１円 １日につき（３日を限度） 

個別ﾘﾊﾋ ﾞﾘ ﾃ ｰ ｼ ｮ ﾝ実施加算 ４８７円 １日２０分以上の個別リハビリテーションを行った場合 

認知症行動・心理症状緊急対応加算 ４０６円 １日につき（７日が限度） 

緊 急 短 期 入 所 受 入 対 応 加 算 １８３円 １日につき（７日が限度） 

総 合 医 学 管 理 加 算 ５５８円 １日につき（７日が限度） 



重 度 療 養 管 理 加 算 ２４４円 １日につき（要介護４、５の利用者に限る） 

 

 

 

【その他の料金】 

材 料 代 実費 サークル活動などの材料費 華道７００円など 

洗 濯 代 実費 希望者のみ１回につき ３００円（くつ下・タオル・寝巻き・ハンカチ・下着類） 

電 話 代 実費 通話料のみ 

理 美 容 代 実費 カット 1300 円・パーマ 2500 円・ヘアダイ 2500 円・髭剃り 300 円 

● 被爆者手帳、被爆体験者手帳(若草色)をお持ちの方、生活保護の方は、介護保険のサービスにかかる自己負担分は免除

になります。 

● 食費・滞在費について介護保険負担額認定証をお持ちの方は、利用料が減額されます。 

詳しくは、支援相談員へご相談下さい。 

● 端末計算処理の関係でご負担合計金額が料金表と若干異なる場合があります。 

● 利用料は、法改正等の諸事情により改正することがあります。 
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＜介護予防短期入所療養介護利用料金一覧表 ＞ 

【介護予防短期入所療養介護（日額）】２割負担 

要 介 護 度 要支援１ 要支援２ 

サ ー ビ ス に 係 る 負 担 金 

（ 個 室 の 場 合 ） 
①  １,２５６円 １,５４６円 

サ ー ビ ス に 係 る 負 担 金 

（４・２人部屋の場合） 
②  １,３３５円 １,６５７円 

介護職員処遇加算（個室） ③  ５７円 ６７円 
介護職員処遇加算 

（４・２人部屋の場合） ④  ５９円 ７１円 

介護職員等特定処遇改善加算(個室) ⑤  ３１円 ３７円 
介護職員等特定処遇改善加算

(４・２人部屋) ⑥  ３３円 ３９円 
介護職員等ベースアップ等支援加算 

(個室) ⑦  １２円 １４円 
介護職員等ベースアップ等支援加算 

(4 人・2 人部屋) ⑧  １２円 １４円 

ｻｰﾋﾞｽ提供体制強化加算(Ⅱ) ⑨  ３７円 

夜 勤 職 員 配 置 加 算 ⑩  ４９円 

在宅復帰･在宅療養支援機能加算Ⅱ ⑪  ９４円 

食 費 ⑫  １,４４５円 （朝４１０円 昼５００円 夕５３５円） 

滞 在 費 （ 個 室 ） ⑬  １,６６８円 

滞在費（４・２人部屋） ⑭   ３７７円  

日 用 品 費 ⑮  ２００円（おしぼり・トイレットペーパー・タオル・石鹸・シャンプー等） 

教 養 娯 楽 費 ⑯  ２００円（誕生会・年間行事・レクリェーション・クラブ活動） 

基本料金合計（個室） 

①+③＋⑤＋⑦＋⑨+⑩＋⑪+⑫+⑬+⑮+⑯ 
５,０４９円 ５,３５７円 

基本料金合計（４・２人部屋） 

②+④＋⑥＋⑧+⑨＋⑩＋⑪+⑫+⑭+⑮+⑯ 
３,８４１円 ４,１８３円 

＊③、④、⑤、⑥、⑦、⑧に関して、利用単位数に応じて変動がありますので、合計額は目安の料金になります。 

【介護予防短期入所療養介護における加算料金】 

送 迎 加 算 ３７３円 片道 

療 養 食 加 算  １７円 
１食につき１日３回が限度 （医師が発行する食事箋に基づいて食事が提供さ

れた場合） 

緊 急 時 施 設 療 養 費 １.０５１円 １日につき（３日を限度） 

個別ﾘﾊﾋ ﾞﾘ ﾃ ｰ ｼ ｮ ﾝ実施加算 ４８７円 １日２０分以上の個別リハビリテーションを行った場合 

総 合 医 学 管 理 加 算 ５５８円 １日につき（７日が限度） 

認知症行動・心理症状緊急対応加算 ４０６円 １日につき（７日が限度） 

【その他の料金】 

材 料 代 実費 サークル活動などの材料費 華道７００円など 

洗 濯 代 実費 希望者のみ１回につき ３００円（くつ下・タオル・寝巻き・ハンカチ・下着類） 

電 話 代 実費 通話料のみ 

理 美 容 代 実費 カット 1300 円・パーマ 2500 円・ヘアダイ 2500 円・髭剃り 300 円 

●被爆者手帳、被爆体験者手帳(若草色)をお持ちの方、生活保護の方は、介護保険のサービスにかかる自己負担分は免除

になります。 

● 食費・滞在費について介護保険負担額認定証をお持ちの方は、利用料が減額されます。 

詳しくは、支援相談員へご相談下さい。 

● 端末計算処理の関係でご負担合計金額が料金表と若干異なる場合があります。 

● 利用料は、法改正等の諸事情により改正することがあります。 
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（別紙１） 

「国が定める利用者負担限度額段階(１段階～３段階)」 

に該当する利用者等の負担額 

 

○ 利用者の負担は、所得などの状況から第１～第４段階に分けられ、国が定める第１～３

段階の利用者には負担軽減策が設けられています。 

○ 利用者が「利用者負担」のどの段階に該当するかは市町村が決定します。第１～第３段

階の認定を受けるには、利用者ご本人(あるいは代理の方)が、ご本人の住所地の市町村

に申請し、市町村より「介護保険負担限度額認定証」を受ける必要があります。この利

用者負担段階について介護老人保健施設が判断・決定することはできません。また、「認

定証」の提示がないと、いったん「第４段階」の利用料をお支払いいただくことになり

ます。(「認定証」発行後、過払い分が「償還払い」される場合があります。) 

○ 利用者負担第１～第３段階に該当する利用者とは、おおまかには、介護保険料段階の第

１～第３段階にある次のような方です。 

利用者負担第１段階 
生活保護を受けておられる方か、所属する世帯全員が市町村民税非課税

で老齢福祉年金を受けておられる方 

利用者負担第２段階 
所属する世帯全員が市町村民税非課税で、かつ課税年金収入額と合計所

得年金額が 80 万円以下の方(預貯金額単身 650 万円、夫婦 1650 万円) 

利用者負担第３段階① 
所属する世帯全員が市町村民税非課税で、かつ課税年金収入額と合計所

得金額が 80 万円超 120 万円以下の方 

(預貯金額単身 550 万円、夫婦 1550 万円) 

利用者負担第３段階② 
所属する世帯全員が市町村民税非課税で、かつ課税年金収入額と合計所

得金額が 120 万円超の方(預貯金額単身 500 万円、夫婦 1500 万円) 

利用者負担第４段階 上記以外の方 

○ 利用者負担第４段階の利用者の方であっても高齢者二人暮らし世帯などで、お一人が施

設に入所し、その利用料を負担すると、自宅で暮らす方の生活が困難になると市町村が

認めた方は、「利用負担第３段階」の利用料負担となります。 

○ その他詳細については、市町村窓口でお尋ねください。 

負担額一覧表(１日当たりの利用料) 

 食費 
食費 

(ショートステイ) 
居住費(２・４人室) 居住費(個室) 

利用者負担第１段階 ３００円 
３００円 

０円 ４９０円 

利用者負担第２段階 ３９０円 
６００円 

３７０円 ４９０円 

利用者負担第３段階① ６５０円 
１０００円 

３７０円 １３１０円 

利用者負担第３段階②   １３６０円 
１３００円 

３７０円 １３１０円 

利用者負担第４段階 １４４５円 
１４４５円 

３７７円 １６６８円 

 

 



＜ 介護老人保健施設入所サービス利用料金一覧表 ＞ 

【介護老人保健施設入所サービス費（日額）】３割負担 

基 
 
 

本 
 
 

料 
 
 

金 

要 介 護 度 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５ 

サ ー ビ ス に 係 る 負 担 金 

①  
個  室 の 場 合 

２,３００円 ２,５１９円 ２,７０８円 ２,８７８円 ３,０５１円 

② 
４ ・ ２ 人 部 屋 の 場 合 

２,５４４円 ２,７９６円 ２,９６３円 ３,１３４円 ３,３０１円 

ｻｰﾋﾞｽ提供体制強化加算(Ⅱ) ③   ５５円 

夜 勤 職 員 配 置 加 算 ④   ７３円 

在宅復帰･在宅療養支援機能加算Ⅱ ⑤   １４０円 

栄養マネジメント強化加算 ⑥   ３４円 

介 護 職 員 処 遇 改 善 加 算 

（ 個 室 ） 
⑦ １０１円 １１０円 １１９円 １２５円 １３１円 

介 護 職 員 処 遇 改 善 加 算 

（ 4 人 ・ 2 人 部 屋 ） 
⑧ １１０円 １１９円 １２８円 １３４円 １４０円 

介護職員等特定処遇改善加算

( 個 室 ) 
⑨ ５５円 ５８円 ６４円 ６７円 ７０円 

介護職員等特定処遇改善加算

( 4 人 ・ 2 人 部 屋 ) 
⑩ ６１円 ６４円 ７０円 ７３円 ７６円 

介護職員等ベースアップ等支援加算 

( 個 室 ) 
⑪ ２１円 ２１円 ２５円 ２５円 ２８円 

介護職員等ベースアップ等支援加算 

( 4 人 ・ 2 人 部 屋 ) 
⑫ ２１円 ２５円 ２８円 ２８円 ２８円 

食 費 ⑬ １,４４５円 （朝４１０円 昼５００円 夕５３５円） 

居 住 費 （ 個 室 ） ⑭ １,６６８円 

居住費（４・２人部屋） ⑮    ３７７円 

日 用 品 費 ⑯ ２００円（おしぼり・トイレットペーパー・タオル・石鹸・シャンプー等） 

教 養 娯 楽 費 ⑰ ２００円（誕生会・年間行事・レクリェーション・クラブ活動・陶芸教室） 

基 本 料 金 合 計 （ 個 室 ） 
①+③＋④＋⑤＋⑥＋⑦+⑨＋⑪＋⑬＋⑭+⑯+⑰ 

６,２９２円 ６,５２３円 ６,７３１円 ６,９１０円 ７,０９５円 

基本料 金合計（４・２人部屋） 
➁+③＋④＋⑤＋⑥＋⑧＋⑩＋⑫＋⑬+⑮+⑯+⑰ 

５,２６０円 ５,５２８円 ５,７１３円 ５,８９３円 ６,０６９円 

個室利用月額（ひと月３０日の場合） １８８,７６０円 １９５,６９０円 ２０１,９３０円 ２０７,３００円 ２１２,８５０円 

多床室利用月額（ひと月３０日の場合） １５７,８００円 １６５,８４０円 １７１,３９０円 １７６,７９０円 １８２,０７０円 

＊⑦、⑧、⑨、⑩、⑪、⑫に関して、利用単位数に応じて変動がありますので、合計額は目安の料金になります。 

加 
 

算 
 

料 
 

金 

初 期 加 算 ９２円 入所日から３０日以内 

短期集中リハビリテーション実施加算 ７３０円 
個別のリハビリテーション計画に基づいて短期・集中的にリハビリテ

ーションを実施した場合（入所後３ヶ月以内、２０分以上/回） 

認知症短期集中リハビリテーション実施加算 ７３０円 
認知症の方に対して在宅復帰に向けた生活機能の回復を目的に短期・集中的な

リハビリテーションを実施した場合（入所後３ヶ月以内、２０分以上/回） 

所 定 疾 患 施 設 療 養 費 Ⅰ ７２７円 

肺炎、尿路感染、蜂窩織炎又は帯状疱疹について、与薬、検査、注射、

処置等を行った場合１月に１回を限度に（１回につき連続する７日間

を限度） 

所 定 疾 患 施 設 療 養 費 Ⅱ １４６１円 
所定の研修を受けた医師による上記の治療を受けた場合（１回につき

連続する１０日間を限度） 

口 腔 衛 生 管 理 加 算 Ⅰ ２７４円 入所者に対し歯科衛生士が月 2 回以上口腔ケアを行った場合(1 月につき) 

口 腔 衛 生 管 理 加 算 Ⅱ ３３５円 
上記の加算要件に加え、口腔衛生等の計画内容情報を厚生労働省に提

出し、適切な実施の為に必要な情報を活用していること。(１月につき) 

安 全 対 策 体 制 加 算 ６１円 
外部の研修を受けた担当者が配置された施設内に安全対策部門を設置

し組織的に安全対策を実施する体制を整備した場合（入所につき１回） 

自 立 支 援 促 進 加 算 ９１３円 
医師その他の職種が共同し支援計画に従ったケアを実施した場合（１

月につき）※ 

科学的介護推進体制加算Ⅰ １２２円 
入所者の心身の状況等の基本的な情報を厚生労働省に提出し、サービ

スの提供に当たって必要な情報を活用した場合（１月につき）※ 

科学的介護推進体制加算Ⅱ １８３円 上記の提出する情報に心身、疾病の状況が加わった場合（１月につき）※ 

リハビリテーションマネジメント 

計 画 書 情 報 加 算 １０１円 
医師、リハビリ担当職員が共同し継続的にリハビリテーションの質を

管理した場合（１月につき）※ 

入所前後訪問指導加算Ⅰ １３６９円 
退所を目的とした施設サービス計画策定及び診療方針の決定を行った

場合（１回に限り） 



入所前後訪問指導加算Ⅱ １４６１円 
退所を目的とした施設サービス計画策定及び診療方針の決定にあたり

具体的な改善目標を定め、支援計画を策定した場合（１回に限り） 

試 行 的 退 所 時 指 導 加 算 １２１７円 １回（試行的な退所を行った場合３回まで） 

退 所 時 情 報 提 供 加 算 １５２１円 １回に限り 

入 退 所 前 連 携 加 算 Ⅰ １８２６円 
入所者の退所に先立って当該入所者が利用を希望する指定居宅介護支援事業者

に対して情報提供、退所後のサービスを提供した場合（１回に限り） 

入 退 所 前 連 携 加 算 Ⅱ １２１７円 
入所前後に入所者が退所後に利用する居宅サービスの利用方針を定め

た場合（1 回に限り） 

訪 問 看 護 指 示 加 算 ９１３円 １回に限り 

緊 急 時 施 設 療 養 費 １５７６円 1 月に 1 回、連続する 3 日を限度 

経 口 移 行 加 算 ８５円 経管栄養の方を対象として原則１８０日を限度 

経 口 維 持 加 算 Ⅰ １２１７円 
摂食機能障害を有し、誤嚥が認められる方へ経口維持計画を作成して

いる場合、6 月間に限り（1 月につき） 

経 口 維 持 加 算 Ⅱ ３０５円 
経口維持加算(Ⅰ)を算定している場合にあって、会議等に医師・歯科医

師・歯科衛生士又は言語聴覚士が加った場合(1 月につき) 

療 養 食 加 算 １８円 
1 食につき、1 日 3 回が限度 （医師が発行する食事箋に基づいて食事が提

供された場合） 

タ ー ミ ナ ル ケ ア 加 算 ２４４円 死亡日以前３１～４５日 

タ ー ミ ナ ル ケ ア 加 算 ４８７円 死亡日以前４～３０日 

タ ー ミ ナ ル ケ ア 加 算 ２４９５円 死亡日前日及び前々日 

タ ー ミ ナ ル ケ ア 加 算 ５０２０円 死亡日 

再 入 所 時 栄 養 連 携 加 算 ６０９円 1 回に限り 

かかりつけ医連携薬剤調整加算 ３０５円 
薬物療法に関する研修を受けた施設の医師と入所者の主治医が共同し、入所時

の内服薬より減少するよう調整した場合(1 回に限り) 

褥瘡マネジメント加算Ⅰ ９円 褥瘡の発生リスクの高い入所者に対し褥瘡管理を行った場（１月につき)※ 

褥瘡マネジメント加算Ⅱ ４０円 
上記の要件に加えて評価の結果退所利用者について褥瘡の発生がない場合（１

月につき）※ 

排 せ つ 支 援 加 算 Ⅰ ３１円 
排泄に介護を要する入所者に対して排泄に掛かる要介護状態を軽減するよう支

援した場合(1 月につき)※ 

排 せ つ 支 援 加 算 Ⅱ ４６円 
上記の要件に加えて①排尿又は排便の状態の一方が改善し悪化が無いこと 

②要介護状態の軽減が見込まれるものについて、オムツを使用しなくなったこ

と ①、②のいずれかに適合する場合※ 

排 せ つ 支 援 加 算 Ⅲ ６１円 上記の要件の基準のいずれにも適合する場合※ 

※科学的介護の推進を図るため入所者の基本的な情報を厚生労働省に提出し今後の介護サービスの提供に活用すること

を前提とする加算 

【入所サービスにおける外泊時の料金（日額）】 

外 泊 時 費 用  １１０１円 外泊時は外泊初日と最終日以外は上記料金に代えての金額（毎月６日間まで） 

在宅サービスを利用したときの費用 ２４３４円 
外泊初日と最終日以外は上記料金に代えての金額。入所者が外泊時在宅サービ

スを利用した場合 外泊時費用と併算定できない(毎月 6 日間まで) 

【入所・短期入所療養介護共通その他の料金】 

材 料 代 実費 サークル活動などの材料費 華道７００円など 

洗 濯 代 実費 希望者のみ１回につき ３００円（くつ下・タオル・寝巻き・ハンカチ・下着類） 

電 話 代 実費 通話料のみ 

理 美 容 代 実費 カット 1300 円・パーマ 2500 円・ヘアダイ 2500 円・髭剃り 300 円 

 
● 被爆者手帳、被爆体験者手帳(若草色)をお持ちの方、生活保護の方は、介護保険のサービスにかかる自己負担分は免除

になります。 

● 社会福祉事業法第２条３項に基づき、利用料の負担が困難な利用者に対しての減免制度があります。 

● 食費・居住費について介護保険負担額認定証をお持ちの方は、利用料が減額されます。 

詳しくは、支援相談員へご相談下さい。 

● 端末計算処理の関係でご負担合計金額が料金表と若干異なる場合があります。 

● 利用料は、法改正等の諸事情により改正することがあります。 

 

介護老人保健施設             〒８５０－００６２  長崎市大谷町４１８－１  

シンフォニー稲佐の森      TEL ０９５－８６２－８０００  FAX ０９５－８６２－０３４５ 

社会福祉法人 長崎厚生福祉団 本部／   長崎市魚の町３－２７ チヂワビル  TEL ０９５－８２４－５５７６  FAX ０９５－８２８－３４９８ 



＜ 短期入所療養介護利用料金一覧表 ＞ 

【短期入所療養介護（日額）】３割負担 

基 
 
 

本 
 
 

料 
 
 

金 

要 介 護 度 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５ 

サ ー ビ ス に 係 る 負 担 金 

①   
個 室 の 場 合 

２,４１６円 ２,６３８円 ２,８２９円 ３,００６円 ３,１７６円 

②  
４ ・ ２ 人 部 屋 の 場 合 

２,６６２円 ２,８９３円 ３,０８５円 ３,２５８円 ３,４３５円 

ｻｰﾋﾞｽ提供体制強化加算(Ⅱ) ③  ５５円 

夜  勤  職  員  配  置  加 ④  ７３円 

在宅復帰･在宅療養支援機能加算Ⅱ ⑤  １４０円 

介護職員処遇加算（個室） ⑥  １０４円 １１３円 １２２円 １２８円 １３４円 

介護職員処遇加算（4 人 2 人部屋） ⑦  １１６円 １２５円 １３１円 １３７円 １４３円 

介護職員等特定処遇改善加算 

( 個 室 ) 
⑧  ５８円 ６１円 ６４円 ７０円 ７３円 

介護職員等特定処遇改善加算 

( ４ 人 ２ 人 部 屋 ) 
⑨  ６１円 ６７円 ７０円 ７３円 ７９円 

介護職員等ベースアップ等支援加算 

( 個 室 ) 
⑩ ⑪ ２１円 ２５円 ２５円 ２８円 ２８円 

介護職員等ベースアップ等支援加算 

( 4 人 ・ 2 人 部 屋 ) 
⑪ ⑫ ２５円 ２５円 ２８円 ２８円 ３１円 

食 費 ⑫  １,４４５円 （朝４１０円 昼５００円 夕５３５円） 

滞 在 費 （ 個 室 ） ⑬  １,６６８円 

滞在費（４・２人部屋） ⑭   ３７７円 

日 用 品 費 ⑮  ２００円（おしぼり・トイレットペーパー・タオル・石鹸・シャンプー等） 

教 養 娯 楽 費 ⑯  ２００円（誕生会・年間行事・レクリェーション・クラブ活動） 

基本料金合計（個室） 

①+③＋④＋⑤＋⑥＋⑧＋⑩＋⑫+⑬+⑮+⑯ 
６,３８０円 ６,６１８円 ６,８２１円 ７,０１３円 ７,１９２円 

基本料金合計（４・２人部屋） 
➁+③＋④＋⑤＋⑦＋⑨＋⑪＋⑫+⑭+⑮+⑯ 

５,３５４円 ５,６００円 ５,８０４円 ５,９８６円 ６,１７８円 

＊⑥、⑦、⑧、⑨、⑩、⑪に関して、利用単位数に応じて変動がありますので、合計額は目安の料金になります。 

 

【難病やがん末期の要介護者などが日帰りで施設を利用する場合の料金】 

時 間 ３時間以上４時間未満 ４時間以上６時間未満 ６時間以上８時間未満 

特 定 短 期 入 所 療 養 介 護 費 ①  １,９７８円 ２,７６３円 ３,８６１円 

ｻ ｰ ﾋ ﾞ ｽ 提 供体 制 強化 加算 ( Ⅱ ) ②  ５５円 

介 護 職 員 処 遇 改 善 加 算 ③  ７９円 １１０円 １５３円 

介 護 職員 等 特 定 処遇 改善 加 算 ④  ４３円 ５８円 ８２円 

介 護 職 員 等 ベ ー ス ア ッ プ 等 支 援 加 算 ⑤  １５円 ２１円 ３１円 

食 費 ⑥  １,４４５円 （朝４１０円 昼５００円 夕５３５円） 

滞 在 費 （ 個 室 ） ⑦  １,６６８円 

滞 在 費 （ ４ ・ ２ 人 部 屋 ） ⑧  ３７７円 

日 用 品 費 ⑨  ２００円（おしぼり・トイレットペーパー・タオル・石鹸・シャンプー等） 

教 養 娯 楽 費 ⑩  ２００円（誕生会・年間行事・レクリェーション・クラブ活動） 

基本料金合計（個室） 

①＋②＋③＋④＋⑤＋⑥＋⑦+⑨+⑩ 
５,６８３円 ６,５２０円 ７,６９５円 

基本料金合計（４・２人部屋） 

①+②＋③＋④＋⑤＋⑥＋⑧+⑨+⑩ 
４,３９２円 ５,２２９円 ６,４０４円 

＊③、④、⑤に関して、利用単位数に応じて変動がありますので、合計額は目安の料金になります。 

【短期入所療養介護における加算】 

送 迎 加 算 ５６０円 片道 

療 養 食 加 算  ２５円 
１食につき１日３回が限度 （医師が発行する食事箋に基づいて食事が提供さ

れた場合） 

緊 急 時 施 設 療 養 費 １,５７６円 １日につき（３日を限度） 

個別ﾘﾊﾋ ﾞﾘ ﾃ ｰ ｼ ｮ ﾝ実施加算 ７３０円 １日２０分以上の個別リハビリテーションを行った場合 

認知症行動・心理症状緊急対応加算 ６０９円 １日につき（７日が限度） 

緊 急 短 期 入 所 受 入 対 応 加 算 ２７４円 １日につき（７日が限度） 

総 合 医 学 管 理 加 算 ８３７円 １日につき（７日が限度） 



重 度 療 養 管 理 加 算 ３６５円 1 日につき（要介護４、５の利用者に限る） 

 

 

 

【その他の料金】 

材 料 代 実費 サークル活動などの材料費 華道７００円など 

洗 濯 代 実費 希望者のみ１回につき ３００円（くつ下・タオル・寝巻き・ハンカチ・下着類） 

電 話 代 実費 通話料のみ 

理 美 容 代 実費 カット 1300 円・パーマ 2500 円・ヘアダイ 2500 円・髭剃り 300 円 

● 被爆者手帳、被爆体験者手帳(若草色)をお持ちの方、生活保護の方は、介護保険のサービスにかかる自己負担分は免除

になります。 

● 食費・滞在費について介護保険負担額認定証をお持ちの方は、利用料が減額されます。 

詳しくは、支援相談員へご相談下さい。 

● 端末計算処理の関係でご負担合計金額が料金表と若干異なる場合があります。 

● 利用料は、法改正等の諸事情により改正することがあります。 
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＜介護予防短期入所療養介護利用料金一覧表 ＞ 

【介護予防短期入所療養介護（日額）】３割負担 

要 介 護 度 要支援１ 要支援２ 

サ ー ビ ス に 係 る 負 担 金 

（ 個 室 の 場 合 ） 
①  １,８８３円 ２,３１８円 

サ ー ビ ス に 係 る 負 担 金 

（４・２人部屋の場合） 
②  ２,００２円 ２,４８６円 

介護職員処遇加算（個室） ③  ８５円 １０１円 
介護職員処遇加算 

（４・２人部屋） ④  ８９円 １０７円 

介護職員等特定処遇改善加算(個室) ⑤  ４６円 ５５円 
介護職員等特定処遇改善加算 

(４・２人部屋) ⑥  ４９円 ５８円 
介護職員等ベースアップ等支援加算 

(個室) ⑦  １８円 ２１円 
介護職員等ベースアップ等支援加算 

(4 人・2 人部屋) ⑧  １８円 ２１円 

ｻｰﾋﾞｽ提供体制強化加算(Ⅰ) ⑨  ５５円 

夜 勤 職 員 配 置 加 算 ⑩  ７３円 

在宅復帰･在宅療養支援機能加算Ⅱ ⑪  １４０円 

食 費 ⑫  １,４４５円 （朝４１０円 昼５００円 夕５３５円） 

滞 在 費 （ 個 室 ） ⑬  １,６６８円 

滞在費（４・２人部屋） ⑭   ３７７円  

日 用 品 費 ⑮  ２００円（おしぼり・トイレットペーパー・タオル・石鹸・シャンプー等） 

教 養 娯 楽 費 ⑯  ２００円（誕生会・年間行事・レクリェーション・クラブ活動） 

基本料金合計（個室） 

①+③＋⑤＋⑦＋⑨+⑩＋⑪+⑫+⑬+⑮+⑯ 
５,８１３円 ６,２７６円 

基本料金合計（４・２人部屋） 

②+④＋⑥＋⑧+⑨＋⑩＋⑪+⑫+⑭+⑮+⑯ 
４,６４８円 ５,１６２円 

＊③、④、⑤、⑥、⑦、⑧に関して、利用単位数に応じて変動がありますので、合計額は目安の料金になります。 

【介護予防短期入所療養介護における加算料金】 

送 迎 加 算 ５６０円 片道 

療 養 食 加 算  ２５円 
１食につき１日３回が限度 （医師が発行する食事箋に基づいて食事が提供さ

れた場合） 

緊 急 時 施 設 療 養 費 １,５７６円 １日につき（３日を限度） 

個別ﾘﾊﾋ ﾞﾘ ﾃ ｰ ｼ ｮ ﾝ実施加算 ７３０円 １日２０分以上の個別リハビリテーションを行った場合 

総 合 医 学 管 理 加 算 ８３７円 １日につき（７日が限度） 

認知症行動・心理症状緊急対応加算 ６０９円 １日につき（７日が限度） 

【その他の料金】 

材 料 代 実費 サークル活動などの材料費 華道７００円など 

洗 濯 代 実費 希望者のみ１回につき ３００円（くつ下・タオル・寝巻き・ハンカチ・下着類） 

電 話 代 実費 通話料のみ 

理 美 容 代 実費 カット 1300 円・パーマ 2500 円・ヘアダイ 2500 円・髭剃り 300 円 

●被爆者手帳、被爆体験者手帳(若草色)をお持ちの方、生活保護の方は、介護保険のサービスにかかる自己負担分は免除

になります。 

● 食費・滞在費について介護保険負担額認定証をお持ちの方は、利用料が減額されます。 

詳しくは、支援相談員へご相談下さい。 

● 端末計算処理の関係でご負担合計金額が料金表と若干異なる場合があります。 

● 利用料は、法改正等の諸事情により改正することがあります。 
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（別紙１） 

「国が定める利用者負担限度額段階(１段階～３段階)」 

に該当する利用者等の負担額 

 

○ 利用者の負担は、所得などの状況から第１～第４段階に分けられ、国が定める第１～３

段階の利用者には負担軽減策が設けられています。 

○ 利用者が「利用者負担」のどの段階に該当するかは市町村が決定します。第１～第３段

階の認定を受けるには、利用者ご本人(あるいは代理の方)が、ご本人の住所地の市町村

に申請し、市町村より「介護保険負担限度額認定証」を受ける必要があります。この利

用者負担段階について介護老人保健施設が判断・決定することはできません。また、「認

定証」の提示がないと、いったん「第４段階」の利用料をお支払いいただくことになり

ます。(「認定証」発行後、過払い分が「償還払い」される場合があります。) 

○ 利用者負担第１～第３段階に該当する利用者とは、おおまかには、介護保険料段階の第

１～第３段階にある次のような方です。 

利用者負担第１段階 
生活保護を受けておられる方か、所属する世帯全員が市町村民税非課税

で老齢福祉年金を受けておられる方 

利用者負担第２段階 
所属する世帯全員が市町村民税非課税で、かつ課税年金収入額と合計所

得年金額が 80 万円以下の方(預貯金額単身 650 万円、夫婦 1650 万円) 

利用者負担第３段階① 
所属する世帯全員が市町村民税非課税で、かつ課税年金収入額と合計所

得金額が 80 万円超 120 万円以下の方 

(預貯金額単身 550 万円、夫婦 1550 万円) 

利用者負担第３段階② 
所属する世帯全員が市町村民税非課税で、かつ課税年金収入額と合計所

得金額が 120 万円超の方(預貯金額単身 500 万円、夫婦 1500 万円) 

利用者負担第４段階 上記以外の方 

○ 利用者負担第４段階の利用者の方であっても高齢者二人暮らし世帯などで、お一人が施

設に入所し、その利用料を負担すると、自宅で暮らす方の生活が困難になると市町村が

認めた方は、「利用負担第３段階」の利用料負担となります。 

○ その他詳細については、市町村窓口でお尋ねください。 

負担額一覧表(１日当たりの利用料) 

 食費 
食費 

(ショートステイ) 
居住費(２・４人室) 居住費(個室) 

利用者負担第１段階 ３００円 
３００円 

０円 ４９０円 

利用者負担第２段階 ３９０円 
６００円 

３７０円 ４９０円 

利用者負担第３段階① ６５０円 
１０００円 

３７０円 １３１０円 

利用者負担第３段階②   １３６０円 
１３００円 

３７０円 １３１０円 

利用者負担第４段階 １４４５円 
１４４５円 

３７７円 １６６８円 

 

 


